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(57)【要約】
【課題】空果房糖化の前処理方法及びその前処理方法を
用いたエタノールの製造方法を提供すること。
【解決手段】空果房（ＥＦＢ）を原料としてエタノール
を製造する際に、糖化処理前に行う前処理方法であって
、前処理反応器内の処理温度・ｐＨ・処理時間からなる
パラメータのうち、処理温度を１４０℃以上に調整し、
下記数式から求められるＣＳ値が、１．４０～２．５０
の範囲になるような条件下で前処理を行うことを特徴と
する。

　（式中、ｔは処理時間（分）、Ｔや処理温度（℃）、
Ｔｒｅｆは１００℃である。）
【選択図】　　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空果房（ＥＦＢ）を原料としてエタノールを製造する際に、糖化処理前に行う前処理方
法であって、
　前処理反応器内の処理温度・ｐＨ・処理時間からなるパラメータのうち、処理温度を１
４０℃以上に調整し、下記数式から求められるＣＳ値が、１．４０～２．５０の範囲にな
るような条件下で前処理を行うことを特徴とするＥＦＢ糖化の前処理方法。
【数１】

　（式中、ｔは処理時間（分）、Ｔは処理温度（℃）、Ｔｒｅｆは１００℃である。）
【請求項２】
　前記ＣＳ値が、１．７０～２．４０の範囲になるような条件下で前処理を行うことを特
徴とする請求項１記載のＥＦＢ糖化の前処理方法。
【請求項３】
　前記前処理反応器にＥＦＢを投入して前処理を行う際に、該前処理反応器内に高圧蒸気
を導入して１４０℃以上の温度環境、及び０．２５～１．０ＭＰａの高圧環境を形成し、
高温高圧処理した後、０．１～１秒の範囲で一気に圧力を下げる操作を行うことを特徴と
する請求項１又は２記載のＥＦＢ糖化の前処理方法。
【請求項４】
　請求項１～３の何れかに記載の前処理方法を行った後、固液分離をして液体成分と固形
分に分け、
　前記液体成分はアルカリ剤を加えた後に再び固液分離をして、Ｃ５糖液とし、Ｃ５糖液
の少なくとも一部を、エタノール発酵槽に導入し、
　前記固形分は、酵素処理を行って、又は行わずに、前記エタノール発酵槽に導入し、前
記エタノール発酵槽内では、前処理及び酵素処理で遊離した糖分を酵母によってエタノー
ルに変換するエタノール発酵を行うことを特徴とするエタノールの製造方法。
【請求項５】
　前記固形分を糖化する酵素処理と、エタノール発酵を前記エタノール発酵槽内で同時に
行うことを特徴とする請求項４記載のエタノールの製造方法。
【請求項６】
　前記酵母は、Ｃ５糖資化能力を有することを特徴とする請求項４又は５記載のエタノー
ルの製造方法。
【請求項７】
　前記酵母の予備培養に、前記Ｃ５糖液の少なくとも一部を用いることを特徴とする請求
項４～６の何れかに記載のエタノールの製造方法。
【請求項８】
　前記酵母の予備培養に、前記Ｃ５糖液の少なくとも一部及びＰＯＭＥ（Ｐａｌｍ　Ｏｉ
ｌ　Ｍｉｌｌ　Ｅｆｆｌｕｅｎｔ）を用いることを特徴とする請求項４～６の何れかに記
載のエタノールの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は糖回収率が高い空果房糖化の前処理方法及びその前処理方法を用いたエタノー
ルの製造方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　セルロース系バイオマスを原料としてバイオエタノールを製造する研究が進められてい
る。
【０００３】
　セルロース系バイオマスからエタノールを製造する際には、発酵に供する前に、セルロ
ースを糖化することが必要であり、糖化には濃硫酸や希硫酸による物理化学的な加水分解
や、希硫酸や水蒸気で処理した後にセルラーゼ等の酵素を用いて加水分解する方法などが
ある。
【０００４】
　空果房（ＥＦＢ：Ｅｍｐｔｙ　Ｆｒｕｉｔ　Ｂｕｎｃｈ）は、パーム油製造において排
出される廃棄物で、油椰子房（ＦＦＢ）を加熱した後、油を多く含む実を分離した残渣物
であり、セルロース系バイオマスに分類される。この空果房は、従来はそのほとんどが肥
料として使用されるのみであった。
【特許文献１】特開２００６－０７５００７号公報
【特許文献２】特開２００７－２０２５１８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明者らは、エタノール原料としてこの空果房を利用できないかと、希硫酸および酵
素による糖化実験を開始した。
【０００６】
　すると、この空果房は、他のセルロース系バイオマスよりも過分解されやすい性質を持
ち、希硫酸のみを用いる方法や、酵素の前に希硫酸で前処理を行う従来の方法の一部の条
件では、糖の回収率が大きく低下してしまうことがわかった。
【０００７】
　さらに、糖回収率を高めるように研究を重ねたところ、前処理の処理温度を１４０℃以
上に調整し、処理温度、処理時間、及びｐＨから計算されるＣＳ（Ｃｏｍｂｉｎｅｄ　ｓ
ｅｖｅｒｉｔｙ）値が特定の範囲にあるようにし、後段に酵素による糖化を行うと、高い
糖回収率を得られることを見出し、本発明を完成させるに至った。
【０００８】
　そこで、本発明の課題は、空果房糖化の前処理方法及びその前処理方法を用いたエタノ
ールの製造方法を提供することにある。
【０００９】
　また本発明の他の課題は、以下の記載によって明らかになる。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題は以下の発明によって解決される。
【００１１】
（請求項１）
　空果房（ＥＦＢ）を原料としてエタノールを製造する際に、糖化処理前に行う前処理方
法であって、前処理反応器内の処理温度・ｐＨ・処理時間からなるパラメータのうち、処
理温度を１４０℃以上に調整し、下記数式から求められるＣＳ値が、１．４０～２．５０
の範囲になるような条件下で前処理を行うことを特徴とするＥＦＢ糖化の前処理方法。
【数２】
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　（式中、ｔは処理時間（分）、Ｔや処理温度（℃）、Ｔｒｅｆは１００℃である。）
【００１２】
（請求項２）
　前記ＣＳ値が、１．７０～２．４０の範囲になるような条件下で前処理を行うことを特
徴とする請求項１記載のＥＦＢ糖化の前処理方法。
【００１３】
（請求項３）
　前記前処理反応器にＥＦＢを投入して前処理を行う際に、該前処理反応器内に高圧蒸気
を導入して１４０℃以上の温度環境、及び０．２５～１．０ＭＰａの高圧環境を形成し、
高温高圧処理した後、０．１～１秒の範囲で一気に圧力を下げる操作を行うことを特徴と
する請求項１又は２記載のＥＦＢ糖化の前処理方法。
【００１４】
（請求項４）
　請求項１～３の何れかに記載の前処理方法を行った後、固液分離をして液体成分と固形
分に分け、前記液体成分はアルカリ剤を加えた後に再び固液分離をして、Ｃ５糖液とし、
Ｃ５糖液の少なくとも一部を、エタノール発酵槽に導入し、前記固形分は、酵素処理を行
って、又は行わずに、前記エタノール発酵槽に導入し、前記エタノール発酵槽内では、前
処理及び酵素処理で遊離した糖分を酵母によってエタノールに変換するエタノール発酵を
行うことを特徴とするエタノールの製造方法。
【００１５】
（請求項５）
　前記固形分を糖化する酵素処理と、エタノール発酵を前記エタノール発酵槽内で同時に
行うことを特徴とする請求項４記載のエタノールの製造方法。
【００１６】
（請求項６）
　前記酵母は、Ｃ５糖資化能力を有することを特徴とする請求項４又は５記載のエタノー
ルの製造方法。
【００１７】
（請求項７）
　前記酵母の予備培養に、前記Ｃ５糖液の少なくとも一部を用いることを特徴とする請求
項４～６の何れかに記載のエタノールの製造方法。
【００１８】
（請求項８）
　前記酵母の予備培養に、前記Ｃ５糖液の少なくとも一部及びＰＯＭＥ（Ｐａｌｍ　Ｏｉ
ｌ　Ｍｉｌｌ　Ｅｆｆｌｕｅｎｔ）を用いることを特徴とする請求項４～６の何れかに記
載のエタノールの製造方法。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、糖回収率が高い空果房糖化の前処理方法及び空果房を原料としたエタ
ノールの製造方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施の形態を説明する。
【００２１】
　＜前処理＞
　始めに本発明の空果房糖化の前処理方法（以下、必要により本発明の前処理方法という
）について説明する。
【００２２】
　本発明の前処理は、空果房（ＥＦＢ）を前処理反応器に導入して、ＣＳ（Ｃｏｍｂｉｎ
ｅｄ　ｓｅｖｅｒｉｔｙ）値が一定の条件下で、前処理を行うが、中でも加熱処理の好ま
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しい態様としては、前処理反応器にＥＦＢを投入して前処理を行う際に、該前処理反応器
内に高圧蒸気を導入して１４０℃以上の温度環境、及び０．２５～１．０ＭＰａ（ゲージ
圧）の高圧環境を形成し、高温高圧処理した後、０．１～１秒の範囲で一気に圧力を下げ
る操作を行うことである。
【００２３】
　図１には、前処理装置の一例が示されており、同図において、１は、前処理反応器であ
り、１０は原料であるＥＦＢを投入する投入口である。反応器１は耐食性、耐圧性を有す
るものであれば、特に限定されない。
【００２４】
　２は、減圧タンクであり、側面に反応器１から送られる反応物を導入する導入口２０を
備えており、該導入口２０は前記反応器１の下部の排出口１１と連結管１２を介して連結
されている。反応器１の下部には高圧の水蒸気を供給可能な水蒸気管１３が連結されてい
る。減圧タンク２の下部には、反応物取り出し管２１が接続されている。
【００２５】
　前処理の際に、原料として反応器１に投入される空果房は、処理の前に粉砕して３０ｍ
ｍ以下に破砕処理されていることが糖化を効率的に行う上で好ましい。破砕処理手段は特
に限定されない。
【００２６】
　前処理を行う際には、始めに、反応器１とは別の容器に、希硫酸を所定量入れておいて
、粉砕した空果房を投入して浸漬してもよい。
【００２７】
　希硫酸と空果房の重量比は、液／固＝２～１０が好ましく、より好ましくは４～６であ
る。
【００２８】
　希硫酸の濃度は、０．５～５％が好ましく、より好ましくは１．５～２．５％程度であ
る。希硫酸については、これより濃度が高いと前処理によって加水分解される成分（主に
ヘミセルロース）の過分解が起きて糖回収率が低下するので好ましくない。
【００２９】
　浸漬の後、余分な希硫酸を容器から除き、反応器１に浸漬処理された空果房を投入して
加熱処理を行う。
【００３０】
　加熱処理の際には、前記の水蒸気管１３から１４０℃以上で、高圧の水蒸気を供給する
。
【００３１】
　加熱時間と、加熱温度と、ｐＨは、上記数式によって求められるＣＳ値が、１．４０～
２．５０、より好ましくは、１．７０～２．４０の範囲にあるように調整・設定すること
が好ましい。
【００３２】
　このＣＳ値が１．４０～２．５０の範囲であると糖化処理終了時の糖回収率（合計糖回
収率）が７０％を超え、また１．７０～２．４０の範囲であれば８０％を超える優れた効
果を発揮する。
【００３３】
　前述のように、前処理反応器にＥＦＢを投入して前処理を行う際に、該前処理反応器内
に高圧蒸気を導入して１４０℃以上の温度環境、及び０．２５～１．０ＭＰａの高圧環境
を形成し、高温高圧処理した後、０．１～１秒の範囲で一気に圧力を下げる操作を行うと
、後段の固形物の糖化工程で糖化が促進されるので好ましい。
【００３４】
　＜エタノール製造方法＞
　図２は、本発明のエタノール製造方法を示すフロー図である。
【００３５】
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　１００は前処理工程であり、前述の前処理方法を採用できる。
【００３６】
　２００は前処理工程を経た後、前処理反応液を固液分離するための固液分離工程である
。固液分離工程では、含水率がより低くなるように脱水することが糖回収率を向上させる
上で好ましく、脱水に用いられる脱水機としては、遠心分離機、フィルタープレスなどが
挙げられるが、含水率を５０～６０％に定常的に維持でき、結果として糖回収率の向上に
寄与する上ではフィルタープレスが好ましい。
【００３７】
　３００は中和工程であり、脱水機で分離されたろ液をｐＨ４～１１に調整する。ろ液に
は、前処理で希硫酸を使用しているために硫酸イオンが含まれる。硫酸イオンは、発酵阻
害物質となる場合があるため、ろ液中から除外することが好ましい。この中和工程で、ア
ルカリ剤、例えば消石灰（粉末またはスラリー）を加えると、液中の硫酸イオンは硫酸カ
ルシウム（石膏）を生成し、分離除去することができる。
【００３８】
　前処理後のろ液中に、酢酸、フルフラール、５－ヒドロキシメチルフルフラールなどの
発酵阻害物質が多く含まれ、発酵への影響が懸念される場合、最初に過剰に消石灰を加え
て、ｐＨをアルカリ側まで調整し、その後、発酵が可能なｐＨまで酸性側に再度下げるこ
とが好ましい。
【００３９】
　発酵阻害物質が上記で十分に除去できない場合は、さらに蒸煮（液を加熱して低沸点成
分を除去する）操作を行い、発酵阻害物質を除去してもよい。
【００４０】
　本発明における中和工程は、中和剤を添加して反応させる中和反応槽以外に、凝集物の
生成を促進するための促進槽を設けることもできる。また２種以上の中和剤を組み合わせ
て使用するために、たとえば各々添加反応する反応を別に設けることもできる。たとえば
前段の反応槽で消石灰による硫酸イオン除去を行い、後段の反応槽で、苛性ソーダなどの
アルカリ剤によってｐＨ調整することもできる。
【００４１】
　４００は前記の中和工程で、石膏として沈殿した固形分とＣ５糖（主にキシロース）を
含む液体成分を分離するための固液分離工程である。この固液分離工程には、重力式の沈
殿槽を用いてもよいが、特に固液分離できれば限定されない。
【００４２】
　固液分離された液体成分には、Ｃ５糖（キシロース）の他、グルコースなどのＣ６糖も
含まれている。ここで分離した液成分を単糖液と称する。
【００４３】
　５００は並行糖化発酵工程であり、固液分離工程２００で分離された固形物（主にセル
ロース分）の酵素糖化と回収した単糖のアルコール転換を行う。
【００４４】
　並行糖化発酵工程５００は、並行糖化発酵槽を備え、糖化に必要な酵素と、発酵に必要
な酵母を加える。
【００４５】
　並行糖化発酵槽の維持温度は、３０℃以上が好ましく、発酵菌の耐熱性によっては４０
℃付近にも上げることもできる。
【００４６】
　ｐＨは、使用する酵母および酵素の最適ｐＨに調整すればよいが、通常４．０～７．０
の範囲に制御することが好ましく、より好ましくは４．８～５．０の範囲である。
【００４７】
　酵素の添加量は、基質１ｇ（乾物）あたり５～５０ＦＰＵ（フィルターペーパーユニッ
ト＝ろ紙崩壊法）が好ましい。
【００４８】
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　並行糖化発酵槽内の固形物濃度は、２～３０％の範囲であればよく、好ましくは５～２
０％、より好ましくは、８～１５％の範囲である。
【００４９】
　固形物濃度調整のために使用する液は、発酵後の液を固液分離して得た液を使用するこ
もでき、その場合、発酵液に残留する活性が残留する酵素を無駄なく使用できるので好ま
しい。
【００５０】
　発酵に使う酵母は、Ｃ５糖を資化できるように改良された酵母を用いることが好ましい
。キシロースを資化する酵母は、発酵阻害の影響を受けやすい場合がある。この場合、発
酵阻害耐性の強い、一般酵母と、キシロースを資化する酵母を同時または時間をずらして
（１～２日程度）加える方法が有効である。
【００５１】
　上記の実施態様は、糖化と発酵を同時に行う場合の例であるが、糖化と発酵を分離して
行う方法でもよい。
【００５２】
　その場合の酵素糖化反応条件は、固形分濃度１０～３０％、温度４０～５０℃、滞留日
数は１～３日間が好ましい。
【００５３】
　６００は酵母予備培養工程である。糖源としてプロセスで得られる糖（Ｃ５糖）を使用
することが好ましい。
【００５４】
　使用する酵母がキシロースを資化できるので、キシロースが多く含まれる単糖液（前処
理ろ液を中和処理等して得た液）を使用する。必要に応じて糖を含むもの、廃糖蜜等を使
用することもできる。
【００５５】
　窒素などの栄養源として、パーム工場から排出される廃液（ＰＯＭＥ）を使用すること
も好ましいことである。上記の廃糖蜜にも若干の栄養成分は含まれていることが多い。
【００５６】
　培地の成分比として、例えば、廃糖蜜１０％、ＰＯＭＥ５０％、希釈水４０％等が例示
できる。また培地成分として、栄養成分を含む物質も使用できる。例えばコーンスティー
プリカー（ＣＳＬ）、硫安、リン酸、尿素などが挙げられる。
【００５７】
　７００は蒸留工程であり、固形物を多く含む液からエタノールを分離回収する。
【００５８】
　蒸留工程は、一般的に、蒸留成分を分離回収するもろみ塔と、もろみ塔で得た蒸留成分
からエタノールを濃縮回収する精留塔等を備える。
【００５９】
　蒸留の性能として、もろみ塔濃縮後のエタノール濃度は４０％程度、精留塔濃縮後のエ
タノール濃度として８０％程度で設計することが多い。
【００６０】
　またさらに、蒸留で得た高濃度エタノールから水分を除去し、エタノール製品の目標濃
度（例えば９９．５％以上）になるよう脱水濃縮する。
【００６１】
　８００は固液分離工程であり、もろみ塔から排出される残留液を固液分離（フィルター
プレス）し、液を排水処理系に移送して処理し、一方の固形分を、燃料として利用するこ
とができる。
【００６２】
　この固液分離工程８００は、図３に示すように、発酵後、蒸留工程７００の前に行い、
固液分離した液体の一部を並行糖化発酵工程５００において、固形物濃度調整のために使
用することもできる。
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【実施例】
【００６３】
　以下に本発明の実施例を説明するが、本発明はかかる実施例によって限定されない。
【００６４】
　実施例１
　容器に１．９３％の希硫酸を入れておき、そこに３０ｍｍ以下に粉砕した空果房を投入
し、希硫酸に１時間浸漬した。浸漬後、吸引ろ過して余分な水分を除いた（含水率７０％
）。
【００６５】
　得られた浸漬済の空果房２００～３００ｇを反応器に投入した。反応器を密封し、下部
から水蒸気を１４０℃に昇温した。温度が到達した時点から反応時間（５分間）保持した
後、反応器下部バルブを開放し、減圧タンクに排出し、冷却及び脱圧して回収した。
【００６６】
　この前処理条件は、ＣＳの値が、１．４７であった。
【００６７】
　前処理終了後、吸引ろ過により固液分離を行い、液体成分の重量と糖濃度を測定した。
　固形分は、重量を測定後、酵素糖化を行った。
【００６８】
　酵素糖化は、２００ｍｌフラスコに固形分濃度２％になるように測り入れ、クエン酸バ
ッファ（０．０５Ｍ、ｐＨ５）を合計量が１００ｍｌになるように入れた。
　セルラーゼを４００ＦＰＵ添加し、振とう器で攪拌しながら４５℃で７２時間反応させ
た。
【００６９】
　ブランクとして、同様に調整した２００ｍｌフラスコに、不活化処理した酵素を同様に
添加した。
【００７０】
　このように前処理・糖化を行い、下記の計算方法によって前処理糖化率、酵素糖化率、
合計糖回収率を求めた。なお、キシロース及びグルコースの分析にはＹＳＩ社製バイオケ
ミストリーアナライザー２７００を用いた。
【００７１】
　前処理糖化率
　前処理で得られた糖の量（Ａ）＝（前処理後のろ液の量）×（糖濃度（キシロース、グ
ルコース））
　前処理糖化率＝（Ａ）／（絶乾原料固形物）
【００７２】
　酵素糖化率
　酵素糖化で得られた糖の量（Ｂ）＝（酵素糖化で遊離した糖）－（ブランクの糖）
　酵素糖化率＝（Ｂ）／（前処理後の絶乾原料固形物）
【００７３】
　合計糖回収率
　合計糖回収率＝（Ａ＋Ｂ）／（絶乾原料固形物）×（原料資化成分割合（７５％））
【００７４】
　評価の結果を表１及び図４に示す。
【００７５】
　実施例２～４
　前処理を表１に示す酸濃度、処理温度、処理時間とした以外は、実施例１と同様に処理
を行い評価した。その結果を表１及び図４に示す。
【００７６】
　比較例１、２
　前処理を表１に示す酸濃度、処理温度、処理時間とした以外は、実施例１と同様に処理
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【００７７】
【表１】

【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】前処理装置の一例を示す図
【図２】本発明のエタノール製造方法を示すフロー図
【図３】本発明のエタノール製造方法の別の態様を示すフロー図
【図４】実施例及び比較例の前処理糖化率、酵素糖化率、合計糖回収率を示すグラフ
【符号の説明】
【００７９】
　　１：前処理反応器
　　　１０：投入口
　　　１１：排出口
　　　１２：連結管
　　　１３：水蒸気管
　　２：減圧タンク
　　　２０：導入口
　　　２１：反応物取り出し管
　　１００：前処理工程
　　２００：固液分離工程
　　３００：中和工程
　　４００：固液分離工程
　　５００：並行糖化発酵工程
　　６００：酵母予備培養工程
　　７００：蒸留工程
　　８００：固液分離工程
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